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R6 改定案 現行（R5.12.26） 修正理由等 
第１章～第３章 （略） 

 

第４章 予報及び警報 

4.1 気象庁が行う予報及び警報 

（１）気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

 （中略） 

（ウ）津波情報 

 （注）４ 気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文及び気象庁ウェブサイトでは、「津

波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報」は「津波警報・注

意報・予報」にまとめた形で発表する。 

 （中略） 

（気象庁が発表する特別警報）（参考） 

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著し

く大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、

大雨、津波、高潮等についての一般の利用に適合する警報（特別警報）をする。な

お、津波については、既存の大津波警報が特別警報に位置付けられる。 

また、水防活動用の特別警報は設けられていない。 

（中略） 

（２） （略） 

4.2 洪水予報河川における洪水予報 

（１）種類及び発表基準 

 （中略） 

種 類 発表基準 

氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、更

に水位上昇が見込まれるとき 

氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達す

ることが見込まれるとき、又は、避難判断水位に到達し、更

に水位上昇が見込まれるとき 

氾濫危険情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき、又は、急

激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水

位の上昇が見込まれるとき 

氾濫発生情報 

（洪水警報） 
氾濫が発生したとき 

氾濫注意情報 

（警戒情報解

除） 

氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、基準水位観

測所の水位が避難判断水位を下回ったとき（氾濫注意水位

を下回った場合を除く）、又は、氾濫警戒情報発表中に、基

準水位観測所の水位の上昇が見込まれなくなったとき（氾

濫危険水位に達したときを除く） 

第１章～第３章 （略） 

 

第４章 予報及び警報 

4.1 気象庁が行う予報及び警報 

（１）気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

 （中略） 

（ウ）津波情報 

 （注）４ 気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文及び気象庁ホームページでは、

「津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報」は「津波警

報・注意報・予報」にまとめた形で発表する。 

 （中略） 

（気象庁が発表する特別警報）（参考） 

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著し

く大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、

大雨、津波、高潮等についての一般の利用に適合する警報（特別警報）をする。な

お、津波については、既存の大津波警報が特別警報に位置付けられる。 

また、水防活動用の特別警報は設けられていない。 

（中略） 

（２） （略） 

4.2 洪水予報河川における洪水予報 

（１）種類及び発表基準 

 （中略） 

種 類 発表基準 

氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、更

に水位上昇が見込まれるとき 

氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達す

ることが見込まれるとき、又は、避難判断水位に到達し、更

に水位上昇が見込まれるとき 

氾濫危険情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき、又は、急

激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水

位の上昇が見込まれるとき 

氾濫発生情報 

（洪水警報） 
氾濫が発生したとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現の統一 

 

 

 

 

 

 

 

・表現の適正化（「既存の」を削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他章（4.4、4.5）との表記整合のため 
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氾濫注意情報

解除 

氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注

意情報を発表中に、基準水位観測所の水位が氾濫注意水

位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき 

（２）(３) （略） 

4.3 水位周知河川における水位到達情報 

（１）種類及び発表基準 

 （中略） 

種 類 発表基準 

氾濫注意情

報 
基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達したとき 

氾濫警戒情

報 
基準地点の水位が避難判断水位に到達したとき 

氾濫危険情

報 

基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到

達したとき 

氾濫発生情

報 
氾濫が発生したとき 

氾濫注意情

報解除 

氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意

情報を発表中に、基準水位観測所の水位が氾濫注意水位を

下回り、氾濫のおそれがなくなったとき 

（２）国土交通省が行う水位到達情報の通知 （略） 

（３）都道府県が行う水位到達情報の通知 

①・②・③・④・⑤・⑥ （略） 

＜解説＞ 

【必須】(略) 

【必須】水位周知河川における水位到達情報の発表は、法第 13 条第１項の規

定に基づき行う氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への到達情報の発表のほ

か、「洪水等に関する防災情報体系の見直しについて」（平成 18 年 10 月１日

河川局長通知）に基づき、氾濫注意水位（警戒水位）、及び避難判断水位への

到達情報、氾濫発生情報の発表並びに氾濫注意水位を下回った場合の情報

（氾濫注意情報解除）の発表を行うことができるよう、情報の種類や発表基準

に適宜補足を行うこと。なお、「洪水時における情報提供の充実について」（平

成 26 年 4 月 8 日、国水環第 2 号）に基づき、原則として平成 27 年 4 月から洪

水特別警戒水位は氾濫危険水位に相当するものと変更することとした。 

【必須】（略） 

【必須】（略） 

【必須】（略） 

【推奨】（略） 

4.4 （略） 

 

 

 

（２）(３) （略） 

4.3 水位周知河川における水位到達情報 

（１）種類及び発表基準 

 （中略） 

種 類 発表基準 

氾濫注意情

報 
基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達したとき 

氾濫警戒情

報 
基準地点の水位が避難判断水位に到達したとき 

氾濫危険情

報 

基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到

達したとき 

氾濫発生情

報 
氾濫が発生したとき 

 

 

 

（２）国土交通省が行う水位到達情報の通知 （略） 

（３）都道府県が行う水位到達情報の通知 

①・②・③・④・⑤・⑥ （略） 

＜解説＞ 

【必須】(略) 

【必須】水位周知河川における水位到達情報の発表は、法第 13 条第１項の規

定に基づき行う氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への到達情報の発表のほ

か、「洪水等に関する防災情報体系の見直しについて」（平成 18 年 10 月１日

河川局長通知）に基づき、氾濫注意水位（警戒水位）、及び避難判断水位への

到達情報、氾濫発生情報の発表並びに氾濫注意水位を下回った場合の情報

（氾濫注意水位解除）の発表を行うことができるよう、情報の種類や発表基準

に適宜補足を行うこと。なお、「洪水時における情報提供の充実について」（平

成 26 年 4 月 8 日、国水環第 2 号）に基づき、原則として平成 27 年 4 月から洪

水特別警戒水位は氾濫危険水位に相当するものと変更することとした。 

【必須】（略） 

【必須】（略） 

【必須】（略） 

【推奨】（略） 

4.4 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他章（4.4、4.5）との表記整合のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・誤字修正 
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4.5 水位周知海岸における水位到達情報 

（１）種類及び発表基準 

 知事は、知事が指定した海岸について、基準水位観測所の水位が高潮特別警戒

水位（法第 13 条の３に規定される水位）に達したときは、高潮氾濫発生情報を発表

し、その旨を当該海岸の水位を示して水防管理者及び量水標管理者、必要に応じて

報道機関の協力を求めて、一般に周知させるものとする。 

（中略） 

（２） （略） 

4.6 （略） 

 

第５章 水位等の観測、通報及び公表 

5.1 水位の観測、通報及び公表 

（1）～（3） （略） 

（４）水位の公表  

① （中略） 

ア・イ （略） 

ウ 公表の方法 

○○県水防本部を通じて、○○県ウェブサイト（URL https://･･･） に「河川

名・水位観測所名・所在地・水位状況・その他必要事項」を掲載する。 

② （中略） 

ア・イ （略） 

ウ 公表の方法 

○○県ウェブサイト（URL https://･･･）に「河川名・水位観測所名・所在地・水

位状況・その他必要事項」を掲載する。水位状況は、毎正時データが○○情報

システムで受電され次第、直ちに更新する。 

（略） 

 

第６章 気象予報等の情報収集 

気象予報、雨量、河川の水位、潮位、波高等については、以下のウェブサイトでPC

やスマートフォン、携帯電話から確認することができる。 

（１）気象情報 （略） 

（２）雨量・河川水位 

国土交通省 

・川の防災情報 

【PC 版】https://www.river.go.jp/ 

【スマートフォン版】https://river.go.jp/s/ 

【携帯版】https://i.river.go.jp/ 

（３）潮位・波高 

4.5 水位周知海岸における水位到達情報 

（１）種類及び発表基準 

 知事は、知事が指定した海岸について、基準水位観測所の水位が高潮特別警戒

水位（法第 13 条の３に規定される水位）に達したときは、高潮氾濫発生情報を発表

し、その旨を当該海岸の水位を示して水防管理者及び量水標管理者、、必要に応じ

て報道機関の協力を求めて、一般に周知させるものとする。 

（中略） 

（２） （略） 

4.6 （略） 

 

第５章 水位等の観測、通報及び公表 

5.1 水位の観測、通報及び公表 

（1）～（３） （略） 

（４）水位の公表  

① （中略） 

ア・イ （略） 

ウ 公表の方法 

○○県水防本部を通じて、○○県ホームページ（URL http://･･･） に「河川

名・水位観測所名・所在地・水位状況・その他必要事項」を掲載する。 

② （中略） 

ア・イ （略） 

ウ 公表の方法 

○○県ホームページ（URL http://･･･）に「河川名・水位観測所名・ 所在地・

水位状況・その他必要事項」を掲載する。水位状況は、毎正時データが○○情

報システムで受電され次第、直ちに更新する。 

（略） 

 

第６章 気象予報等の情報収集 

気象予報、雨量、河川の水位、潮位、波高等については、以下のウェブサイトでPC

やスマートフォン、携帯電話から確認することができる。 

（１）気象情報 （略） 

（２）雨量・河川水位 

国土交通省 

・川の防災情報 

【PC 版】http://www.river.go.jp/ 

【スマートフォン版】http://river.go.jp/s/ 

【携帯版】http://i.river.go.jp/ 

（３）潮位・波高 

 

 

 

 

・誤字修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現の統一、URL の修正 

 

 

 

 

・表現の統一、URL の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・URL の修正 

・URL の修正 

・URL の修正 
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国土交通省 

・海の防災情報（全国港湾海洋波浪情報網） 

【PC 版】https://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/ 

【スマートフォン・携帯版】https://nowphas.mlit.go.jp 

国土交通省防災情報提供センター 

・潮位情報リンク 

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=tidelevel 

気象庁 （略） 

（４）○○都道府県 

・○○都道府県防災情報システム 

https://・・・ 

（略） 

 

第７～15 章 （略） 

 

第 14 章 水防報告等 

14.1 水防記録 （略） 

14.2 水防報告  

 （中略） 

 

第 15 章 （略） 

 

第 16 章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止の

ための措置 

16.1 洪水、内水、高潮対応 

16.1.1 洪水浸水想定区域の指定状況 

 （中略） 

（例）河川 

水系名 河川名 浸 水 想 定

区 域 公 表

時点（年月

日） 

浸水想定区域 

公表ＨＰアドレス 

関係市町村 

○○川 ○○川 ○.○.○ https://・・・ ○○市、△△市 

＜解説＞ 
【必須】水防報告は、法第 47 条第 1 項、第 2 項に基づき報告を求めるものである。 
【推奨】水防管理者から都道府県水防本部長等に水防活動の報告がなされた場合には、貴都道
府県において、記者発表、ウェブサイト掲載等の広報活動を速やかに実施されることが望まし
い。また、○日以内については３日程度とすることが望ましい。 

  国土交通省 

・海の防災情報（全国港湾海洋波浪情報網） 

【PC 版】http://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/ 

【スマートフォン・携帯版】http://nowphas.mlit.go.jp 

国土交通省防災情報提供センター 

・潮位情報リンク 

http://www.jma.go.jp/jp/choi/bosai/choui_map.html 

気象庁 （略） 

（４）○○都道府県 

・○○都道府県防災情報システム 

http://・・・ 

（略） 

 

第７～15 章 （略） 

 

第 14 章 水防報告等 

14.1 水防記録 （略） 

14.2 水防報告  

 （中略） 

 

第 15 章 （略） 

 

第 16 章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止の

ための措置 

16.1 洪水、内水、高潮対応 

16.1.1 洪水浸水想定区域の指定状況 

（中略） 

（例）河川 

水系名 河川名 浸 水 想 定

区 域 公 表

時点（年月

日） 

浸水想定区域 

公表ＨＰアドレス 

関係市町村 

○○川 ○○川 ○.○.○ http://・・・ ○○市、△△市 

＜解説＞ 
【必須】水防報告は、法第 47 条第 1 項、第 2 項に基づき報告を求めるものである。 
【推奨】水防管理者から都道府県水防本部長等に水防活動の報告がなされた場合には、貴都道
府県において、記者発表、ホームページ掲載等の広報活動を速やかに実施されることが望まし
い。また、○日以内については３日程度とすることが望ましい。 

 

 

・URL の修正 

・URL の修正 

 

 

・URL の修正 

 

 

 

・URL の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・URL の修正 
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□□川 □□川 ○.○.○ https://・・・ □□市、◇◇市 

16.1.2 内水浸水想定区域の指定状況 

 （中略） 

（例）下水道 

排水施設等 

浸水想定区

域 

公表時点

（年月日） 

浸水想定区域 

公表ＨＰアドレス 
関係市町村 

○ ○ ポ ン プ 施

設 
○.○.○ https://・・・ ○○市、△△市 

○○貯留施設 ○.○.○ https://・・・ □□市、◇◇市 

16.1.3 高潮浸水想定区域の指定状況 

 （中略） 

（例）海岸 

海岸名 浸水想定区域 

公表時点（年月日） 

浸水想定区域 

公表ＨＰアドレス 

関係市町村 

○ ○ 海 岸

（○○県） 

○.○.○ https://・・・ ○○市、△△市 

（略） 

16.1.5 洪水・内水・高潮ハザードマップ 

（中略）また、洪水・内水・高潮ハザードマップに記載した事項を、市町村のウェブサ

イトに掲載し、住民、滞在者その他の者が提供を受けることができる状態にしている。 

この洪水・内水・高潮ハザードマップを有効活用して、平常時からの防災意識の向上

と自主的な避難の心構えを養い、水災時には住民の円滑かつ迅速な避難の確保を

図る。 

（略） 

16.1.7 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計

画の作成等 

 （中略）なお、現在、避難確保及び浸水防止計画が作成されている地下街等は資料

○のとおりであり、市町村の窓口（○○課）又はウェブサイト（https://www・・・）で閲

覧が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

□□川 □□川 ○.○.○ http://・・・ □□市、◇◇市 

16.1.2 内水浸水想定区域の指定状況 

（中略） 

（例）下水道 

排水施設等 

浸水想定区

域 

公表時点

（年月日） 

浸水想定区域 

公表ＨＰアドレス 
関係市町村 

○ ○ ポ ン プ 施

設 
○.○.○ http://・・・ ○○市、△△市 

○○貯留施設 ○.○.○ http://・・・ □□市、◇◇市 

16.1.3 高潮浸水想定区域の指定状況 

（中略） 

（例）海岸 

海岸名 浸水想定区域 

公表時点（年月日） 

浸水想定区域 

公表ＨＰアドレス 

関係市町村 

○ ○ 海 岸

（○○県） 

○.○.○ http://・・・ ○○市、△△市 

（略） 

16.1.5 洪水・内水・高潮ハザードマップ 

（中略）また、洪水・内水・高潮ハザードマップに記載した事項を、市町村のホーム

ページに掲載し、住民、滞在者その他の者が提供を受けることができる状態にしてい

る。この洪水・内水・高潮ハザードマップを有効活用して、平常時からの防災意識の

向上と自主的な避難の心構えを養い、水災時には住民の円滑かつ迅速な避難の確

保を図る。 

（略） 

16.1.7 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計

画の作成等 

 （中略）なお、現在、避難確保及び浸水防止計画が作成されている地下街等は資料

○のとおりであり、市町村の窓口（○○課）又はホームページ（http://www・・・）で閲

覧が可能である 

 

 

 

 

 

 

 

・URL の修正 

 

 

 

 

 

 

 

・URL の修正 

 

・URL の修正 

 

 

 

 

 

・URL の修正 

 

 

 

・表現の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現の統一、URL の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 



【水防計画作成の手引き（水防管理団体版）】Ｒ６年度改正 新旧対照表 

6 
 

R6 改定案 現行（R5.12.26） 修正理由等 
資料編 

資料３－１ ～ 資料３－４ （略） 

 

資料４－１ 洪水予報（国土交通省又は都道府県・気象庁共同発表） 発表形式（例） 

 

資料編 

資料３－１ ～ 資料３－４ （略） 

 

資料４－１ 洪水予報（国土交通省又は都道府県・気象庁共同発表） 発表形式（例） 

 

 

 

 

 

 

・システム様式変更に伴う図の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【水防計画作成の手引き（水防管理団体版）】Ｒ６年度改正 新旧対照表 

7 
 

R6 改定案 現行（R5.12.26） 修正理由等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【水防計画作成の手引き（水防管理団体版）】Ｒ６年度改正 新旧対照表 

8 
 

R6 改定案 現行（R5.12.26） 修正理由等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－３ 水防法に基づく洪水予報（都道府県・気象庁共同発表） 伝達経路等

（例）  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－３ 水防法に基づく洪水予報（都道府県・気象庁共同発表） 伝達経路等

（例）  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【水防計画作成の手引き（水防管理団体版）】Ｒ６年度改正 新旧対照表 

9 
 

R6 改定案 現行（R5.12.26） 修正理由等 
 

資料４－４ 水位到達情報（国土交通省又は都道府県発表）の発表形式（例） 

 

 

 

 

資料４－５ ～ 資料４－11 （略） 

 

 

資料４－４ 水位到達情報（国土交通省又は都道府県発表）の発表形式（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－５ ～ 資料４－11 （略） 

 

 

 

 

 

・システム様式変更に伴う図の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【水防計画作成の手引き（水防管理団体版）】Ｒ６年度改正 新旧対照表 

10 
 

R6 改定案 現行（R5.12.26） 修正理由等 
 

資料４－12 水防警報（国土交通省又は都道府県発表）の発表形式（例：洪水） 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－12 水防警報（国土交通省又は都道府県発表）の発表形式（例：洪水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・システム様式変更に伴う図の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【水防計画作成の手引き（水防管理団体版）】Ｒ６年度改正 新旧対照表 

11 
 

R6 改定案 現行（R5.12.26） 修正理由等 
資料４－13～資料４－17 （略） 

 

資料４－18 津波に関する水防警報に係る基本的な考え方 

（１）基本的な考え方 

（中略） 

１）近地津波と遠地津波への対応 

【近地津波】 

（中略） 

【遠地津波】 （略） 

【日本近海の地震であっても当該地までの距離が長い場合】 （略） 

２）「活動可能時間」の考え方について （略） 
３）水防警報の検討フロー（略） 

 

 

資料４－19 ～ 資料 17－６ （略） 
 
 

資料４－13～資料４－17 （略） 

 

資料４－18 津波に関する水防警報に係る基本的な考え方 

（１）基本的な考え方 

（中略） 

１）近地津波と遠地津波への対応 

【近地津波】 

（中略） 

【遠地津波】 （略） 

【日本近海の地震であっても当該地までの距離が長い場合】 （略） 

２）「活動可能時間」の考え方について （略） 
３）水防警報の検討フロー（略） 

 

 

資料４－19 ～ 資料 17－６ （略） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

近地津波の要因となりうる主な海溝型地震 近地津波の要因となりうる主な海溝型地震 


